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地地域域支支援援ススーーパパーーババイイズズ事事業業（（権権利利擁擁護護相相談談）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のような相談に助言しています。 
● 年金を親族が管理しているが、本人のために使われていないようだ。 

● 悪質商法にのせられて不必要なものを買わされているようだ。 
● 知人から財産を侵害されている。 
● 多額の借金をしてしまい、生活困難になっている人をどう支援すればいいのか。 
● 親亡き後、障がいのある子の財産の管理は誰にたのめばいいのか。 
● 成年後見制度の利用が必要だが、どのようにすればいいのか。   など 
 

【権利擁護専門相談窓口】 

【大阪市・堺市以外】 

大阪府社会福祉協議会 地域福祉部 権利擁護推進室 

所在地  〒542-0065 大阪市中央区中寺 1丁目 1番地 54号 大阪社会福祉指導センター3階 

電話 06-6191-9500職員による電話相談（月曜日～金曜日の 10時～16時。祝日・年末年始除く） 

専門職による相談は事前予約が必要。（相談日 木曜日 13時～・14時半～） 

 

【大阪市】 

大阪市成年後見支援センター 

所在地  〒557-0024大阪市西成区出城 2丁目 5番 20号 大阪市社会福祉研修・情報センター3階 

電話 06-4392-8282職員による電話相談（月曜日～土曜日の 9時～17時。祝日・年末年始除く） 

    専門職による相談は、区役所・地域包括支援センター・総合相談窓口（ブランチ）・障がい者基幹相談支

援センター等からの事前予約が必要。 

 

【堺市】 

堺市権利擁護サポートセンター 

所在地  〒590-0078堺市堺区南瓦町 2番 1号 堺市総合福祉会館 4階 

電話 072-225-5655職員による電話相談（月曜日～金曜日の 9時～17時 30分。祝日・年末年始除く） 

    専門職による相談は事前予約が必要。（相談日 木曜日 13時～16時） 

      センターへの相談に際しては、まず地域包括支援センター、障がい者基幹相談支援センター等にご相談 

      ください。 

 

地域支援スーパーバイズ事業とは、認知症や知的障がい・精神障がいなどに

より判断能力が十分でない方の困りごとや、成年後見制度の利用などの相談に

対応する行政、高齢者・障がい者相談機関、その他事業所など関係機関・団体

を対象に、弁護士会・社会福祉士会と連携し、電話相談や来所による専門相談

で助言や情報提供を行うものです。 
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がんばっているあの子のことに
気づいてほしい

みなさんは「ヤングケアラー」という言葉をお聞きになったことはありますか

48



一般に、本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもや若者のこと。
責任や負担の重さにより学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。

みなさんの周りに、ヤングケアラーかもしれないと気になる子どもはいませんか。
子どもたちが困りごとを話せるように、子どもたちの周りに信頼できる大人を増やしていきましょう。
例えば、次の4つのことを参考に、子どもたちやそのご世帯と関わってみませんか。

＜ヤングケアラーのしていることの例＞

● ヤングケアラーとは

● みなさんにできること

ケアを担っている子どもたちは、次のような想いを抱えていることがあります。
ヤングケアラーかもしれない子どもたちと出会ったときは、この想いを心に留めて接してみてください。

● 子どもたちの想いと会話のヒント

家族のために一生懸
命にケアを担ってい
ることも

本人に自覚がない
場合も

ひとつだけでなく、
複数のケアを担って
いることも

家庭内のデリケート
な問題であるため、表
面化しにくいことも

話せるようになったら、相
手の言葉を遮らず、まずは
話を聞きましょう。話しやす
いように他愛のない話で構
いません

話を聴く

子ども自身や保護者はどの
ような意向をお持ちでしょ
うか。支援の押し付けにな
らないよう相手の気持ちを
よく聞き、尊重しましょう

気持ちを尊重する

まずは子どもの様子や家族
の様子を見守りましょう

見守る

いきなり、ケアのことを話
題にする必要はありません。
あいさつから始めましょう

声をかける

● 相談しようという発想自体がない
● 自分の家庭しか知らずに育ち、客観的な視点をもちにくい
● 家庭のことを知られたくない
● 話を聞いてもらう機会が少ない

孤独を感じやすいので、さりげない声掛けからはじめる

● ケアを否定すると、これまでしてきたことを否定
されたと感じる

● 家族が責められると自分が責められたと感じる

ケアや家族を否定せず、これまで担ってきたケアに
労いの言葉をかける

● 家族のために自らケアをしたいと思っ
ている

● 支援が必要とは思っていない

ケアを大切にしている子どもたちの気持
ちを尊重する

ヒントヒントヒント

府内市町村のヤングケアラー相談窓口

大阪府 ヤングケアラー 窓口

市町村に相談してみる

ヤングケアラー支援事例集

大阪府 ヤングケアラー 事例集

支援事例を参考にする

障がいや病気のある家族に代
わり、買い物・料理・掃除・
洗濯などの家事をしている

家族に代わり、幼いきょうだ
いの世話をしている

家計を支えるために労働をし
て、障がいや病気のある家族
を助けている

アルコール・薬物・ギャンブ
ル問題を抱える家族に対応し
ている

障がいや病気のあるきょうだ
いの世話や見守りをしている

目を離せない家族の見守りや
声かけなどの気づかいをして
いる

日本語が第一言語でない家族
や障がいのある家族のために
通訳をしている

がん・難病・精神疾患など慢
性的な病気の家族の看病をし
ている

障がいや病気のある家族の身
の回りの世話をしている

障がいや病気のある家族の入
浴やトイレの介助をしている

大阪府福祉部地域福祉推進室地域福祉課
電話：06-6944-7602　ファクシミリ：06-6944-6681　メール：chiikifukushi-g04@gbox.pref.osaka.lg.jp 

＊法令上の定義はありません。
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